令和８年度沖縄市スマート農業推進事業補助金のご案内

１．事業の概要
　「スマート農業推進事業補助金」は、担い手の減少、農業者の高齢化、農地の減少等の課題解決に向け、スマート農業技術を導入し、作業の効率化や時間短縮等の経営改善を図る取り組みに対して補助いたします。

２．補助金の申請資格
　(1)　当該年度の4月1日時点及び申請時点において、本市に住所を有する個人事業者又は主たる事務所を有する団体。
(2)　確定申告又は住民税の申告を行った者。
(3)　農業又は畜産業による事業収入が50万円以上あり、長期譲渡所得及び公的年金等収入を除いた収入全体の過半を占める者。但し、認定新規就農者にあってはこの限りでない。

３．補助金の金額
　補助対象経費の5分の４以内で、上限は100万円です。

４．補助対象事業

	補助事業の種類
	補助対象経費
	補助率
	備考

	スマート農業機器等の導入
	・AIやIoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を測定・確認できる、あるいは生産に必要な環境要素を制御できるシステムの導入設置費用
・自動走行農業機械、農業用アシストスーツ、農業用ドローン、自動判別装置が組み込まれた収穫機・選果機等の導入設置費用
・その他市長が認めたもの
	５分の４以内
※補助金額１００万円を上限とする。
	・農林水産省による「スマート農業技術カタログ」に記載された機械または、それと同等な性能を持つ製品であること。
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の汎用性の高い物品は除く。
・導入に必要なソフトウェア使用料やライセンス使用料等は２年分に限り設置費用に含むことができる。




５．補助対象外経費
　「４　補助対象事業の規定にかかわらず、次の（１）から（12）のいずれかに該当するものは、補助対象外となります。
（1）税金（収入印紙代、消費税及び地方消費税を含む）
（2）振込手数料
（3）リース料、通信料、講習費（スマート農機の操作に必要な資格等の取得費用を含む）、メンテナンス費及び保険料等
（4）中古の装置及び機械の購入費用（リース品の買取りを含む）
（5）補助対象事業として内容及び費用等を明確に特定することが困難な経費（補助事業のみに用途を特定できない装置及び機械の購入費等）
（6）購入に係る帳簿類（見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、領収書及び振込控等）や、取得財産等の実物を確認できない経費
（7）事業期間内に発注から支払いまでの手続きが完了しない経費
（8）その他、社会通念上、補助金の対象とするには不適切と判断される経費

６．補助の交付条件
　補助金には次の各号の交付条件があります。条件に違反した場合には、補助金交付決定等になることがあります。
(1)　次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア　事業を変更、中止、廃止をしようとする場合
イ　財産の処分をしようとうする場合
(2)　補助金は当該補助事業以外の目的に使用してはならない。
(3)　補助事業に基づく成果等の情報について補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、市長に報告しなければならない。
(4)　補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(5)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6)　補助事業の完了により当該補助事業者に相当な収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に沿わない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
(7)　スマート農業の普及を図るため、導入事例の紹介等市が行う施策に協力すること。
(8)　取得財産等の取扱いについて、事業終了後も沖縄市補助金交付規則及び沖縄市スマート農業推進事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。

７．事業のスケジュール
(1)　補助金交付申請書等の提出
　　「8　申請に必要な書類」を参考に、補助金交付申請書ほか必要書類一式を作成・提出してください。
　　受付期間：令和８年５月１１日（月）から令和８年７月１０日（金）※開庁時間に限る。
(2)　採択結果の通知
　　審査の上、補助金の採択結果（採択または不採択）を、書面にて通知します。
　　通知時期：令和８年９月（予定）
(3)　事業の着手
　　通知を受けた日から15日以内に事業に着手し、着手後10日以内に着手届を提出してください。
(4)　事業実施報告書の提出
　　下記の日程までに事業を完了し、事業実績報告書に必要書類一式を添付して提出してください。
　　提出期限：令和9年2月27日（金）
(5)　補助金の額の確定・支払い
　　事業実績報告書に基づき補助金の額を確定し、口座振替にて支払いします。
　　振込時期：令和8年3月頃（予定）
(6)　事業完了後
　　補助事業年度の終了後5年間、年1回、成果等の情報の報告をお願いします。
　　帳簿及び書類については10年間保管をお願いします。
　　
８．申請に必要な書類
　次に示す書類について申請期限までにご提出をお願いいたします。
(1)　補助金等交付申請書（第1号共通様式）
(2)　スマート農業推進事業成果目標設定書
(3)　本市に住所又は主たる事務所を有することを示す書類の写し
(4)　令和7年分の確定申告書又は住民税の申告書の写し
(5)　市税の滞納の無い証明書
(6)　交付申請者本人名義の振込先口座通帳の写し
(7)　見積書及びカタログ又は設置図面等の事業概要が分かる書類
(8)　補助事業の設置場所が固定されている場合は、その場所が確認できる位置図
(9)　補助事業の設置場所が固定される場合において、その場所の土地所有者が補助事業者又は補助事業者の世帯構成員と異なる場合は、土地所有者の承諾書及び補助事業の実施場所の賃借等が証明できる書類
(10)　その他市長が必要と認める書類

　申請期間：令和８年５月１１日（月）～令和８年７月１０日（金）
※開庁時間に限る。
　提出先　：沖縄市役所2階農林水産課（沖縄市仲宗根町26‐1）　


